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我
が
国
で
安
楽
死
を
望
む
人
が
い
て
も
、
医
師
は
そ
の
申
し
出
に
関
わ
れ
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

渡
航
し
て
安
楽
死
を
遂
げ
た
い
と
願
う
人
も
い
る
と
聞
く
。 

 

 

政
府
は
五
年
以
内
に
安
楽
死
法
を
閣
議
決
定
し
た
い
と
し
て
、
明
治
神
宮
に
隣
接
す
る
地
区
を
買

い
取
り
、
執
行
機
関
二
年
間
、
居
住
者
二
〇
〇
名
と
す
る
【
安
楽
死
特
区
】
を
立
ち
上
げ
、
応
募
者

を
募
集
し
た
。
応
募
は
二
〇
〇
〇
名
に
及
ん
だ
。
意
外
だ
っ
た
の
は
人
権
団
体
が
ア
ッ
サ
リ
こ
の
決

定
を
容
認
し
た
こ
と
だ
。 

１
身
体
に
耐
え
ら
れ
な
い
痛
み
が
続
き
、
回
復
す
る
見
込
み
が
な
く
、
代
替
え
手
段
も
な
い
事
。 

２
安
楽
死
を
希
望
す
る
本
人
の
明
確
な
意
思
表
示
が
あ
る
事
。 

３
入
会
費
（
５
０
万
円
）
と
特
区
の
入
居
費
二
か
月
分
（
１
０
０
万
円
）
を
支
払
う
事
。 

４
個
人
情
報
保
護
法
に
基
づ
く
名
前
以
外
は
、
特
区
内
で
の
全
て
が
ガ
ラ
ス
張
り
に
な
る
こ
と
に
同

意
す
る
事
。 

 

特
区
は
住
居
棟
、
医
療
棟
、
尊
厳
棟
の
３
棟
か
ら
な
り
、
他
に
医
師
や
介
護
者
、
看
護
師
、
事
務

等
の
ス
タ
ッ
フ
住
居
棟
も
あ
る
。 

 

五
人
の
特
命
医
師
が
応
募
者
に
個
別
面
接
し
、
意
思
を
確
認
す
る
。
全
員
の
医
師
の
合
意
の
元
で
、

応
募
者
は
住
居
棟
の
地
下
に
あ
る
薬
局
で
、
自
ら
処
方
薬
を
受
け
取
り
、
尊
厳
棟
に
移
っ
て
こ
れ
を

飲
み
、
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
な
く
一
〇
分
後
に
死
に
至
る
。
本
人
が
途
中
で
「
や
め
た
い
」
と
言
っ

て
意
思
を
翻
す
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
。 

 

我
が
国
で
自
殺
未
遂
は
犯
罪
で
は
な
い
が
、
自
殺
幇
助
し
た
医
師
は
、
刑
法
２
０
２
号
の
下
で
処

罰
さ
れ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
国
の
多
く
は
自
殺
は
犯
罪
で
、
未
遂
者
は
実
刑
を
以
っ
て
処
罰

さ
れ
る
。 

  

七
十
八
歳
の
私
が
、
耐
え
が
た
い
病
に
襲
わ
れ
、
死
が
間
近
か
に
迫
っ
た
と
し
た
ら
、
自
裁
し
よ

う
と
決
断
し
、
決
行
す
る
こ
と
に
何
の
不
思
議
も
な
い
。
主
治
医
が
私
の
決
断
を
理
解
し
て
く
れ
た

時
か
ら
、
私
の
思
考
は
晴
れ
や
か
に
な
り
、
自
裁
の
瞬
間
ま
で
心
穏
や
か
で
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
死
の
不
安
と
い
う
の
は
、
死
の
断
行
を
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
お
い
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 

二
年
後
に
【
安
楽
死
特
区
】
で
の
詳
細
が
国
民
各
層
で
検
討
さ
れ
、
尊
厳
死
・
安
楽
死
に
道
が
開
け

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 
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